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○
航
空
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
航
空

機
で
あ
っ
て
、
技
術
上
の
理
由
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装

備
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
及
び
当
該
航
空
機
が
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
し
な
く
て
よ
い
期
間
を
指
定
す
る
告
示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

平

成

二

十

年

七

月

一

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
四
号 

改
正　

令
和
六
年
十
二
月
十
九
日　

国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
六
十
一
号 

 

航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
五
十
六
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
航
空
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
航
空
機
で
あ
っ
て
、
技
術
上
の
理
由
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
航
空
機
用
救
命
無
線

機
を
装
備
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
及
び
当
該
航
空
機
が
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
し
な
く
て
よ
い
期
間
を
指
定
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。 

 

　

航
空
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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航
空
機
で
あ
っ
て
、
技
術
上
の
理
由
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
航
空
機
用
救
命

無
線
機
を
装
備
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
及
び
当
該
航
空
機
が
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
し
な
く
て
よ
い
期
間
を
指
定
す
る
告
示 

 

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
百
五
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
航
空
機
用
救
命

無
線
機
を
装
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
航
空
機
で
あ
っ
て
、
技
術
上
の
理
由
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
は

、
自
衛
隊
が
使
用
す
る
航
空
機
（
防
衛
大
臣
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
し
た
も
の
に
限

る
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
衝
撃
に
よ
り
自
動
的
に
作
動
す
る
航
空
機
用
救
命
無
線
機
で
あ
っ
て
ハ
ネ
ウ
ェ
ル
式
一
一

五
二
六
八
二
―
二
型
及
び
同
式
一
一
五
二
六
八
二
―
三
型
以
外
の
も
の
を
装
備
す
る
こ
と
が
困
難
な
航
空
機
（
衝
撃
に

よ
り
自
動
的
に
作
動
す
る
航
空
機
用
救
命
無
線
機
以
外
の
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
一
以
上
装
備
す
る
も
の
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）
と
し
、
こ
れ
ら
の
航
空
機
が
同
項
に
規
定
す
る
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
し
な
く
て
よ
い
期
間
は

、
自
衛
隊
が
使
用
す
る
航
空
機
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
当
分
の
間
と
し
、
衝
撃
に
よ
り
自
動
的
に
作

動
す
る
航
空
機
用
救
命
無
線
機
で
あ
っ
て
ハ
ネ
ウ
ェ
ル
式
一
一
五
二
六
八
二
―
二
型
及
び
同
式
一
一
五
二
六
八
二
―
三

 

型
以
外
の
も
の
を
装
備
す
る
こ
と
が
困
難
な
航
空
機
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
五
年
七
月
十
九
日
か
ら
当
分
の
間
と
す
る
。
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附　

則
（
平
成
二
十
年
七
月
一
日
）

 

　

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
航
空
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
航
空
機
で
あ
っ
て
技
術
上
の
理
由
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
同
条
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規

定
す
る
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
及
び
当
該
航
空
機
が
同
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の

 

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
し
な
く
て
よ
い
期
間
を
指
定
す
る
告
示
の
廃
止
）

２　

航
空
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
航
空
機
で
あ
っ
て
技
術
上
の
理
由
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
同
条
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規

定
す
る
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
及
び
当
該
航
空
機
が
同
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
装
備
し
な
く
て
よ
い
期
間
を
指
定
す
る
告
示
（
平
成
十
五
年
国
土
交

 

通
省
告
示
第
二
百
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

 

 

　
　
　

附　

則
（
平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
五
日
）

 
 
 

（
施
行
期
日
）

 

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
五
年
七
月
十
九
日
か
ら
適
用
す
る
。
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附　

則
（
令
和
六
年
十
二
月
十
九
日
）

 
 
 

（
施
行
期
日
）

こ
の
告
示
は
、
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
六
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
八
号
）
附
則
第
一

条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 


